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使用施設保安規定変更と使用許可申請書との整理 

令和 3 年 10月 15 日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

人形峠環境技術センター 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

第１章 総 則   

 

第１条～第３条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第２章 組織及び職務   

 

第４条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

（職 務） 

第５条 使用施設等の保安に関する各職位と職務は，次の各号に掲げるとおりと

する。 

(1)～(10) （変更なし） 

(11) 施設管理課長は，核燃料物質等の使用及び貯蔵並びに設備の運転・保

守に係る業務（廃止措置推進課長及び安全管理課長の所掌する業務を除

く。），放射性廃棄物の保管に係る業務（放射性廃棄物でない廃棄物の管理

を含む。），撤去機器（遠心分離機を除く。）の保管に係る業務，許認可申

請に係る全体工程管理に係る業務並びに廃止措置･技術開発部の他の課長の

所掌に属さない業務を行う。 

(12)～(16) （変更なし） 

２～３ （変更なし） 

 

 

共通編 

10. 使用施設，貯蔵施設又は廃棄施設（以下「使用施設等」という。）の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

6.2 人的資源 

6.2.1 一般 

(1) （略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 

 

第６条～第１１条の３ （変更なし） 

 

 

－ 

 

第３章 品質マネジメントシステム   

 

第１２条～第２０条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第４章 保安教育訓練   

 

第２１条～第２２条 （変更なし） 

 

 

－ 
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第５章 使用施設等の運転管理   

 

第２３条～第２６条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

（臨界管理） 

第２７条 施設管理課長は，製錬転換施設及び濃縮工学施設において第４表に定

める設備・機器が核的制限値を満足していることを確認し，いかなる場合にお

いても臨界に達しないようにするとともに，作業場所又は設備・機器に核的制

限値を表示する。 

２ 施設管理課長は，前項の確認を行った場合は，その結果を廃止措置･技術開

発部長及び核燃料取扱主務者に報告する。 

 

 

濃縮工学施設（別冊２） 

7-5 使用施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

 

添付書類－１ 

変更後における核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32年法律第166号）第53条第2号に規定する使用施設等の位置，構造及び設備の

基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

6. 核燃料物質の臨界防止 

（略） 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 

 

第２８条～第３１条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第６章 放射線管理   

 

第３２条～第４２条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第７章 放射線測定   

 

第４３条～第４７条 （変更なし） 

 

 

－ 

 

第８章 保守管理   

 

第４８条～第５１条の４ （変更なし） 

 

 

－ 

 

第９章 核燃料物質等の管理   

 

第５２条～第５７条の２ （変更なし） 

 

 

－ 
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第 10章 放射性廃棄物等の管理   

 

第５８条～第６３条の２ （変更なし） 

 

 

－ 

 

（放射性廃棄物でない廃棄物の管理） 

第６３条の３ 廃止措置･技術開発部長は，管理区域内において設置された資材

等（金属，コンクリート類，ガラスくず，廃油，プラスチック等）又は使用さ

れた物品（工具類等）を，「核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物

で廃棄しようとするもの」でない廃棄物（放射性廃棄物でない廃棄物）として

管理区域外に搬出する場合は，次の各号に掲げる事項を確認する。 

(1) 資材等については，適切な汚染防止対策が行われていることを確認した

上で，適切に管理された使用履歴，設置状況の記録等により汚染がないこ

と。また，適切な測定方法により念のための放射線測定評価を行い，測定結

果が理論検出限界曲線の検出限界値未満であることを確認する。なお，汚染

された資材等について汚染部位の特定・分離を行った場合には，残った汚染

されていない部位についても同様に念のための放射線測定評価を行い，測定

結果が理論検出限界曲線の検出限界値未満であることを確認する。 

(2) 物品については，適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上

で，適切に管理された使用履歴の記録等により汚染がないこと。また，適切

な測定方法により念のための放射線測定評価を行い，測定結果が理論検出限

界曲線の検出限界値未満であることを確認する。なお，使用履歴の記録等が

適切に管理されていない物品については，適切な測定方法により放射線測定

評価を行い，汚染がないことを確認した上で，それ以降に適切な汚染防止対

策，使用履歴の記録等の管理が行われたことを確認する。 

(3) 前二号の資材等及び物品について管理区域から搬出するまでの間，他の

資材等及び物品との混在防止の措置が講じられていること。 

 

 

濃縮工学施設（別冊２） 

7-4 使用施設の設備のうち解体・撤去し，ドラム缶等に収納した機器類 

（略） 

 

参考資料 

濃縮工学施設 OP-2主棟内のOP-2遠心機室，OP-2UF6操作室，OP-2現場質量分析

室及びOP-1主棟内の遠心機処理室，機器保管室，部品検査室，機器分析室にお

ける設備・機器の解体・撤去の安全性について 

1.(3)2) 汚染のない設備・機器等の解体・撤去 

7. 解体物の保管 

（略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 

第 11章 自衛消防活動   

（自衛消防活動） 

第６３条の４ （変更なし） 

 

 

－ 

 

第 12章 非常の場合に講ずべき処置   

 

第６４条～第７０条の２ （変更なし） 

 

 

－ 
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第 13章 記録及び報告   

 

第７１条～第７３条 （変更なし） 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

第１図 保安に関する組織  （変更なし） 

 

第２図 品質マネジメントシステム体系図  （変更なし） 

 

第３図 品質マネジメントシステムプロセス関連図  （変更なし） 

 

 

－ 
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情報入手及び伝達要領書（QMP-550）

核燃料取扱施設運転管理要領書（QMP-720）

文書及び記録管理要領（QS-A01）

マネジメントレビュー実施要領（QS-P02）

施設･設備のグレード分け管理要領書（QMP-400）

設計管理要領書（QMP-700）

調達管理要領書（QMP-710）

教育・訓練要領書（QMP-600）

核燃料施設区域管理要領書（QMP-751）

個人被ばく管理要領書（QMP-752）

目的・目標管理要領書（QMP-500）

放射性廃棄物管理要領書（QMP-740）

文書･記録管理要領書（QMP-410）

事故対策規則（QMP-790）

不適合管理並びに是正及び未然防止処置要領
（QS-A03）

原子力安全監査実施要領（QS-P03）

法令等登録･参照要領書（QMP-520）

放射性物質等管理要領書（QMP-730）

7.5　業務の実施

8.2.3　プロセスの監視及び測定

4.1　一般要求事項

7.1　業務の計画

8.2.2　内部監査（原子力安全監査）

7.6　監視機器及び測定機器の管理

7.4　調達

7.3　設計・開発

5.5.3　内部コミュニケーション

4.2.4　記録の管理

4.2.3　文書管理

5.5.1　責任及び権限

5.6　マネジメントレビュー

6.2.2　力量，認識及び教育・訓練

8.2.4　検査及び試験

核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書
（QS-P13）

放射線作業管理要領書（QMP-753）

核燃料取扱施設保守管理要領書（QMP-760　）

放射線測定器管理要領書（QMP-755）

防護具の管理・取扱い要領書（QMP-756）

放射線測定管理要領書（QMP-754）

不適合並びに是正及び未然防止処置要領書（QMP-810）

監視機器及び測定機器管理要領書（QMP-770）

核燃料物質使用施設保安規定
本部（二次文書） センター（二次文書）

5.4.1　品質目標

業務類型書管理規則（17峠(規則)第22号）

7.2.3　外部とのコミュニケーション

6.3　インフラストラクチャ

6.4　作業環境

7.2.1　業務・原子炉施設等に対する
      要求事項に関するプロセス

核燃料取扱施設運転管理要領書（QMP-720）

核燃料取扱施設保守管理要領書（QMP-760）

放射線測定器管理要領書（QMP-755）

防護具の管理・取扱い要領書（QMP-756）

放射能濃度確認対象物の管理要領書（QMP-742）

核燃料施設区域管理要領書（QMP-751）

放射線測定管理要領書（QMP-754）

防火管理規則（QMP-791）

情報入手及び伝達要領書（QMP-550　）

調達先の評価・選定管理要領（QS-G01）

（「7.1　業務の計画」と同様）

放射線測定器管理要領書（QMP-755）

中央安全審査・品質保証委員会の運営について
（QS-A04）

安全審査委員会規則（17峠(規則)第9号）

業務品質保証推進委員会規則（17峠(規則)第11号）

業務品質保証推進委員会分科会運営規則（17峠(規則)第14号）

不適合管理検討分科会運営規則（28峠(規則)第5号）

8.3　不適合管理

8.5.2　是正処置等

保安活動指標設定評価要領書（QMP-840）

独立検査委員会規則（令01峠(規則)第22号）

独立検査実施要領書（QMP-830）

5.1　経営者の関与
安全文化の育成及び維持並びに関係法令等の遵守活

動に係る実施要領（QS-A09）
安全文化の育成及び維持並びに関係法令等の遵守に
係る活動規則（QMP-540）

品質目標の設定管理要領（QS-A11）

教育訓練管理要領（QS-A07）

業務の計画及び実施管理要領（QS-A12）

8.5.3　未然防止処置

ＣＡＰ活動実施要領書（QMP-811）

放射性廃棄物でない廃棄物の管理要領書（QMP-741）

 
 

第４図 品質マネジメントシステム文書体系 

 

共通編 

10. 使用施設，貯蔵施設又は廃棄施設（以下「使用施設等」という。）の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

4.2 文書化に関する要求事項 

4.2.1 一般 

(4) （略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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製錬転換施設（別冊４） 

図-(4)-6 製錬転換施設主要機器配置平面図（1 階及び中 2 階） 

（略） 

 

7-4 使用施設の設備のうち解体撤去し，ドラム缶等に収納した機器類 

（略） 

 

7-5 使用施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

 

7-6 廃棄物の仕掛品置場に保管する機器類 

（略） 

 

9-1-4 気体廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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製錬転換施設（別冊４） 

図-(4)-7 製錬転換施設主要機器配置平面図（2 階） 

（略） 

 

7-4 使用施設の設備のうち解体撤去し，ドラム缶等に収納した機器類 

（略） 

 

9-1-4 気体廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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製錬転換施設（別冊４） 

図-(4)-8 製錬転換施設主要機器配置平面図（3 階） 

（略） 

 

7-4 使用施設の設備のうち解体撤去し，ドラム缶等に収納した機器類 

（略） 

 

9-1-4 気体廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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濃縮工学施設（別冊２） 

図-(2)-6-2 主棟 1 階主要機器配置図（維持管理中の設備・機器） 

（略） 

図-(2)-6-3 主棟 1 階主要機器配置図（ドラム缶等に収納した機器及び廃棄物の

仕掛品） 

（略） 

 

7-4 使用施設の設備のうち解体撤去し，ドラム缶等に収納した機器類 

（略） 

名 称 個数 保管場所 保管状態 

① OP-1 カスケード設備 1 式 

部品検査室 

OP-1UF6操作室 

OP-2UF6操作室 

遠心機･部品保管室 

ブレンディング室 

OP-2 質量分析室 

解体・撤去し

てドラム缶及

び鋼製ボック

スに収納し保

管 

② OP-1UF6処理設備 1 式 

③ 連続溶融試験設備 1 式 

④ 分析設備 

（元素分析装置，溶剤回収装置，誘導

結合プラズマ質量分析装置） 

1 式 

⑤ 遠心機処理設備 

（円筒加工試験装置） 
1 式 

⑥ OP-2UF6処理設備 

（捕集性能試験装置） 
1 式 

⑦ ブレンディング設備 

（ロータリポンプ，調整槽，製品槽，

パージロータリポンプ，サンプリン

グ槽，精製コールドトラップ A，精

製コールドトラップ B，精製ケミカ

ルトラップ，精製ロータリポンプ，

運搬台車，NaF 処理槽，UF6用試験

装置，遠心分離機試験装置） 

（コールドトラップ，ケミカルトラッ

プ， ロータリポンプ，ターボコン

プレッサ， 配管他） 

1 式 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



10／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

 
（前頁の続き） 

（第５－４図 濃縮工学施設主棟管理区域（１階）） 

7-5 使用施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

① DOP-2遠心分離機 1式 
遠心機･部品保管室 

ブレンディング室 

機器の開口部に

閉止フランジを

取り付け保管 

② OP-2カスケード設備 

（高性能遠心分離機，OP-2遠心分離機） 
1式 OP-2遠心機室 

高性能遠心分離

機は，配管の弁

を閉とし，開口

部に閉止フラン

ジを取り付けて

保管 

OP-2遠心分離機

は，接続配管を

圧潰して閉止し

て保管 

③ 遠心分離機駆動設備（高周波電源装置） 

（略） 

ＶＶＶＦ盤 

1式 

 

（略） 

OP-2遠心機室 

電源室内の遮断

機を引き抜いて

保管 

④ OP-2UF6処理設備 

原料供給槽 

圧力調整槽 

製品コールドトラップ 

製品回収槽 

廃品コールドトラップ 

廃品回収槽 

廃品系コンプレッサシステム 

捕集排気系メインケミカルトラップ 

捕集排気系メインロータリポンプ 

パージ回収槽 

パージケミカルトラップ 

パージロータリポンプ 

パージコールドトラップ 

パージブースタポンプ 

 

2基 

1基 

4基 

2基 

3基 

2基 

2基 

4基 

2基 

1基 

2基 

3台 

2基 

3台 

OP-2UF6操作室 

機器に接続して

いる配管の弁を

閉とし保管 

電源供給される

機器は電源ケー

ブルを取り外し

て保管 

⑤ 運搬台車 1式 OP-2UF6操作室 
車輪を固定して

保管 

⑥ 計装制御設備 

（略） 

現場計装設備（変換器盤） 

 

 

(略) 

1式 

 

 

（略） 

OP-2UF6操作室 

ブレンディング室 

電源室内のブレ

ーカーを断して

保管 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



11／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

 
（前頁の続き） 

（第５－４図 濃縮工学施設主棟管理区域（１階）） 

7-5 使用施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器（続き） 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

⑦ 遠心機処理設備 

除去試験装置 1 

除去試験装置 2 

 

1式 

 

遠心機･部品保管室 

配管，機器の開

口部に閉止フラ

ンジの取り付け

又はプラスチッ

クシートによる

養生を行い保管 

遠心機部品サーベイ装置 3式 遠心機処理室 電源ケーブルを

取り外して保管 

放電加工機 1式 機器保管室 電源ケーブルを

取り外して保管 

硫酸廃液処理試験装置 

（除去試験装置，硫酸回収試験装置） 

1式 部品検査室 電源ケーブルを

取り外して保管 

⑧ （略） 

 
(略) （略） （略） 

⑨ 分析設備 

〔現場質量分析装置，原子間力顕微鏡〕 
1式 

OP-2 現場質量分析室 

機器分析室 

電源ケーブルを

取り外して保管 

⑨ 安全設備 

〔エリアモニタ，HF モニタ〕 
1式 

OP-1UF6操作室 

遠心機処理室 

部品検査室 

遠心機･部品保管室 

ブレンディング室 

OP-2排気機械室 

配管，機器の弁

を閉とするか又

は開口部に閉止

フランジを取り

付けて保管 

 

 

7-6 廃棄物の仕掛品置場の設備・機器 

（略） 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



12／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

 
（前頁の続き） 

（第５－４図 濃縮工学施設主棟管理区域（１階）） 

9-4 廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

（1）気体廃棄設備 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

① 遠心機処理室系統 

エアワッシャ 

 

1 式 

 

OP-1 排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

② 遠心機・部品保管室系統 

エアワッシャ 

 

 

（略） 

 

1 式 

 

 

(略) 

 

OP-1 排気機械室 

 

 

（略） 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

（略） 

③ 分析室系統 

エアワッシャ 

 

1 式 

 

OP-1 排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

④ OP-1UF6操作室系統 

エアワッシャ 

 

1 式 

 

OP-1 排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

⑤ OP-2 遠心機室系統 

エアワッシャ 

 

 

（略） 

 

1 式 

 

 

(略) 

 

OP-2 排気機械室 

 

 

（略） 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

（略） 

⑥ OP-2UF6操作室系統 

エアワッシャ 

 

 

（略） 

 

1 式 

 

 

(略) 

 

OP-2 排気機械室 

 

 

（略） 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

（略） 

⑦ ブレンディング室系統 

エアワッシャ 

 

2 式 

 

OP-2 排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

⑧ OP-2 放管室系統 

エアワッシャ 

 

1 式 

 

OP-2 排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

⑨～⑩ （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



13／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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濃縮工学施設（別冊２） 

図-(2)-7 主棟 2 階主要機器配置図 

（略） 

 

7-5 使用施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

①～② （略） 

 
(略) （略） （略） 

③ 遠心分離機駆動設備（高周波電源装置） 

高周波電源用変圧器 

（略） 

1式 

 

№4 変圧器室 

（略） 

電源室内の遮断

機を引き抜いて

保管 

④～⑤ （略） 

 
(略) （略） （略） 

⑥ 計装制御設備 

運転操作設備（中央監視・操作盤） 

（略） 

 

1式 

(略) 

 

中央操作室 

（略） 

電源室内のブレ

ーカーを断して

保管 

⑦ （略） 

 
(略) （略） （略） 

⑧ ユーティリティ設備 

〔膨張タンク〕 1基 OP-2補機室 

機器に接続して

いる配管の弁を

閉とし保管 

⑨ （略） 

 
(略) （略） （略） 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



14／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

 
（前頁の続き） 

（第５－５図 濃縮工学施設主棟管理区域（２階）） 

9-4 廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

（1）気体廃棄設備 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

① （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

② 遠心機・部品保管室系統 

（略） 

循環用送風機 

 

(略) 

1 台 

 

（略） 

OP-1 給気機械室 

 

（略） 

供給用電源の

ケーブルを取

り外し，循環

用の排気ダク

トのダンパを

閉として保管 

③～④ （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

⑤ OP-2 遠心機室系統 

（略） 

循環用送風機 

 

(略) 

2 台 

 

（略） 

OP-2 給気機械室 

 

（略） 

供給用電源の

ケーブルを取

り外し，循環

用の排気ダク

トのダンパを

閉として保管 

⑥ OP-2UF6操作室系統 

（略） 

循環用送風機 

 

(略) 

2 台 

 

（略） 

OP-2 給気機械室 

 

（略） 

供給用電源の

ケーブルを取

り外し，循環

用の排気ダク

トのダンパを

閉として保管 

⑦～⑩ （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



15／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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濃縮工学施設（別冊２） 

図-(2)-9 第 1 ウラン貯蔵庫平面図 管理区域図及び UF6シリンダ配置図 

（略） 

 

8-4 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

① 埋込型秤量機 

 
1 式 第 1 ウラン貯蔵庫 

電源ケーブル

を取り外して

保管 

② （略） 

 
(略) （略） （略） 

 

9-4 廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

（1）気体廃棄設備 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

①～⑧ （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

⑨ 第 1ウラン貯蔵庫 

エアワッシャ 

 

1 式 

第 1 ウラン貯蔵庫 

排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

⑩ （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 



16／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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濃縮工学施設（別冊２） 

図-(2)-10 第 2 ウラン貯蔵庫平面図 管理区域図及び UF6シリンダ配置図 

（略） 

 

8-4 貯蔵施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

① （略） 

 
(略) （略） （略） 

② 洗缶設備 

洗缶架台 

第 1 段ケミカルトラップ 

第 2 段ケミカルトラップ 

凝縮器 

テルハ 

耐圧気密試験装置 

1 式 第 2 ウラン貯蔵庫 

洗浄水の供給

を遮断し，配

管，機器の弁

を閉として保

管 

 

9-4 廃棄施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

（1）気体廃棄設備 

名 称 個数 設置・保管場所 維持管理状態 

①～⑨ （略） 

 

 

(略) 

 

（略） 

 

（略） 

⑩ 第 2ウラン貯蔵庫 

エアワッシャ 

 

1 式 

第 2 ウラン貯蔵庫 

排気機械室 

 

接続されてい

る水配管の弁

を閉とする。 

 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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濃縮工学施設（別冊２） 

図-(2)-17 廃水処理棟 1 階平面図及び管理区域図 

（略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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濃縮工学施設（別冊２） 

図-(2)-18 廃水処理棟 2 階平面図及び管理区域図 

（略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

 

 

第５－10 図 廃棄物処理施設管理区域（第１～第 14 廃棄物貯蔵庫）（変更なし） 

 

第５－11 図 廃棄物処理施設管理区域（第１及び第２廃油貯蔵庫）（変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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廃棄物処理施設（別冊３） 

図-(3)-10 廃棄物焼却施設建屋 1 階平面図及び管理区域図 

（略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 
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廃棄物処理施設（別冊３） 

図-(3)-11 廃棄物焼却施設建屋 2 階平面図及び管理区域図 

（略） 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

 

 

第６図 周辺監視区域  （変更なし） 

 

第７図 通報連絡体制図  （変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

第１表 保安教育訓練実施方針（第２１条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第２表 緊急作業に係る教育訓練（第２１条及び第２２条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第３表 年間予定使用量（第２６条関係） 
 

（変更なし） 

 

 

－ 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

第４表 臨界管理に係る核的制限値（第２７条及び第５７条の２関係） 

 
(1) 製錬転換施設 

 

（変更なし） 

 
(2)濃縮工学施設 

ユニット 

の 種 類 

核燃料物 

質の種類 

核燃料物 

質の状態 

均 質 

不均質 

の区分 

核的制限値 
適 用 す る 

設備・機器 
備  考 

単  一 

ユニット 

濃 縮 度

5 ％ 以 下

0.95 ％ を

超える濃

縮ウラン 

気 体 , 固

体及び液

体の UF6 

均 質 

（削る）  

 

（削る）  

1.濃縮度 

5％以下 

 

2.減速条件 

H/U235= 

1.7 以下 

 

 

 

製品シリンダ 

1.濃縮度 

5％以下 

 

2.寸法（無限

長 円 筒 の 直

径） 

58.8cm 以下 

 

 

固体吸着剤収納ド

ラム缶 

複  数 

ユニット 
各ユニット間の端面距離 ３０cm 以上 

 

 

 

濃縮工学施設（別冊２） 

7-5 使用施設の設備のうち使用を終了し，維持管理中の設備・機器 

（略） 

 

添付書類－１ 

変更後における核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

32年法律第166号）第53条第2号に規定する使用施設等の位置，構造及び設備の

基準に対する適合性に関する説明書（事故に関するものを除く。） 

6. 核燃料物質の臨界防止 

（略） 

 

 

使用許可申請書と整合は図

られている。 
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保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

第５表 核燃料物質の容器及び最大充てん量（第２８条及び第５７条の２関係） 
 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第６表 立入制限区域の設定基準（第３４条関係） 
 

（変更なし） 
 

 

－ 

 

第７表 身体の汚染検査及び物品の持ち出し等に関する基準値 

（第３８条及び第３９条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第８表 線量当量率等の測定等 

（第４１条，第４３条，第４３条の２及び第４５条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第９表 放射線測定器等（第４６条及び第４９条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第１０表 巡視を行う設備等（第４８条の６関係） 
 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第１１表 放射性廃棄物を含む核燃料物質等の搬出入に関する基準値 

（第５２条，第５３条，第５４条，第５５条及び第６３条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第１２表 核燃料物質の最大貯蔵量（第５７条の２関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

第１３表 気体廃棄物及び液体廃棄物に係る放出管理目標値等 

（第５８条及び第６０条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 



26／26 

保安規定の変更（令和 3 年 9月 27 日申請） 使用許可申請書 説明 

第１４表 記 録（第７１条及び第７２条関係） 

 

（変更なし） 

 

 

－ 

 

 


